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記 者 発 表

月日（曜日） 担当課 電 話 担当者

７月５日（水） 議会事務局政策調査課 ３０１０ 米田

「とくしま藍の日を定める条例」PR事業について

「とくしま藍の日を定める条例」が制定されたことにより、県議会において、条例の
趣旨を踏まえたＰＲ事業を展開する。

① 藍作品の展示
日時：６月１５日（木）から７月３１日（月）まで
場所：議事堂１階ホール
内容：四国大学と県議会との包括連携協定に基づく事業として、学生等による「藍」

作品の展示を行うことにより、本県の伝統文化である「藍」に関する同大学
の教育研究活動や取組を広く県民に周知するとともに、県民の「藍」に対す
る関心と理解を深める。

② 県議会と四国大学学生との意見交換会
日時：７月１９日（水） 午後２時４０分から午後４時１０分まで
場所：四国大学「藍の家」
内容：本県の伝統文化である「藍」について、幅広く実践的に学ぶ四国大学生活科

学部学生と議員が藍染体験を通じ、「とくしまの藍の振興について」をテーマ
に意見交換を行う。

参加者：生活科学部学生１３名、議員（県議会芸術文化振興議員連盟会員）１１名

③ 藍染ウェアの着用促進
時期：今年度から実施
内容：委員会及び県内外の視察などにおいて、積極的に藍染ウェアを着用し、あら

ゆる機会を通じて、本県の「藍」の魅力発信に努める。

④ 広報紙を活用したＰＲ
県議会が発行する定期刊行物の表紙に「藍とくしま」ロゴマーク及び組合せデザイ

ン「組藍海波紋(くみあいがいはもん)」と、四国大学文学部書道文化学科学生による
書道作品のタイトルを組合せ作製し、県外視察等で配付することにより、本県の「藍」
を積極的に県内外にＰＲする。


